
○脳ドック

・脳ドックを申し込まれた方は、特定健診(集団健診・医療機関健診)は受診できません。

・茨城県立中央病院と水戸済生会総合病院は、病院指定の受診日となります(指定はできません）。

・水戸済生会総合病院と筑波大学附属病院の脳ドックは、人間ドックと脳ドックを合わせたコー

スとなります。

・令和 5年度および令和 6年度に市の｢脳ドック｣の補助を受けた方は申し込みできません。

・妊娠している方や身体にペースメーカー・金属類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療

を受けている方、閉所恐怖症の方は申込できません。

実施機関名 電話番号 個人負担金 定員

茨城県立中央病院 0296-77-1121 30,000 円 45 名

たかだ脳神経外科内科クリニック 0296-71-8808 24,500 円 40 名

水戸済生会総合病院 029-254-9044 59,700 円 20 名

水戸協同病院 029-233-9930 19,000 円 10 名

協和中央病院 0296-57-9959 19,000 円 15 名

筑波メディカルセンター 029-856-3500 30,000 円 5 名

筑波大学附属病院 029-853-4205 87,200 円 5 名

市内で産出された地場産材を建築資材として使用した場合、地場産材設置費用の一部を助成します。

対象となる地場産材 (1)稲田みかげ石 (2)笠間焼

※地場産材として稲田石材商工業協同組合または笠間焼協同組合から産地証明を受けたもの

補助金の額

住宅または店舗等の新築、増改築、リフォーム工事において、地場産材設置に係る費用(材料

費＋施工費)が 5万円以上の工事に対し、その 2分の 1

補助限度額 20 万円

※笠間市立地適正化計画で定める居住誘導区域および準居住誘導区域内は、10万円増額し限度額30万円

補助対象となる工事

・住宅、店舗など(店舗、工場、事務所)にかかわる工事

・笠間市産の｢稲田みかげ石｣または｢笠間焼｣の調達および工事に要する費用が 5万円以上で

あるもの

・補助金の交付決定後に対象工事が着手されるもの

・申請のあった年度内に補助対象となる工事が完了するもの

使用例 床タイル、壁材、洗面ボウル、表札 など

対象 (1)個人の場合は国内に住所を有し、かつ、居住している方、法人の場合は国内に店舗

などが所在する法人

(2)市区町村税を完納していること

(3)補助の対象となる経費について、他の補助を受けていないこと

(4)同一年度内にこの補助事業による補助を受けていないこと

申込戸数 3 件程度(応募多数の場合は抽選)

申込方法 事前に都市計画課窓口までご相談ください。

申込期限 4 月 1日（火）～30 日（水）

⑩ 住まいや店舗などに笠間市の地場産材を使用してみませんか
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後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替にすると便利です。


